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浜益デマンド※交通事業について 

 

１．次年度からのスクールバス混乗便について 

①令和８年度に向けて 

・スクールバスの機能（合間運行等）を確保するために、浜益便・下校便の混乗機能

を廃止 

・混乗便が果たしてきた機能については、浜益デマンドが代替 

・登校便の混乗機能については、診療所の受診に使う定期的な利用があり、かつ浜益

地域線の運行時間外の運行となっていることから、継続 

 ②今後の対応 

  ・教育委員会、浜益支所と協力し、周知等を行っていく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※浜益厚田線と浜益地域線（旧：区内循環線）の総称 

資料４ 
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２．浜益デマンドの運行主体変更に伴う条例（有償旅客運送自動車の設置等に関する条

例）の一部改正について 

①令和８年度に向けて 

  ・令和８年度の浜益デマンドについては、株式会社新厚商事に委託予定 

  ・令和８年４月運行予定の厚田花川線と一体で運行することで、円滑な事業を実施。 

  ・浜益デマンドの運行内容については、一体運行後もこれまで同様の形で実施 

 ・料金については、代替交通の料金体系に統一（割引制度も代替交通と統一) 

  ・運行主体を市から「石狩湾新港地域公共交通サービス推進協議会（通称 ILOT）」に

変更 

 ②今後のスケジュール 

  ・運輸局への手続き及び「有償旅客運送自動車の設置等に関する条例」の一部改正の

手続きが必要 

  ⇒地域公共交通活性化協議会及び浜益区地域協議会に本件諮問・報告し令和８年第１

回定例会に一部条例改正上程予定 

   

 

  


